
一般国道５６号における雪氷対策タイムライン【注意・警戒・非常体制（通行規制等）】【広域迂回のある箇所　：　大洲市新谷～内子町川中】 R3.12.16時点

時間目安 気象・被害等状況 地方整備局 事務所 出張所 維持業者 高速道路会社 都道府県・市町村・警察

9月～11月 ■第１段階 冬期前　事前準備段階 □予防的通行規制区区間の見直し □予防的通行規制区間の見直し周知 □車両退避場所の整備 □予防的通行規制区間の見直し周知 □情報提供・啓発活動
（転回場所・CCTVカメラの確認） □実動訓練の実施

□除雪機械へGPS設置契約 □除雪機械へ無線機・GPS設置 □交通管理者への通行止め実施・解除条件の確認
□啓発活動 □情報提供・啓発活動 □関係自治体、警察署との連絡体制の確認 □情報提供・啓発活動

□実働訓練の実施（無線機・GPSを活用） □実働訓練の実施（無線機・GPSを活用） □実働訓練の実施（無線機・GPSを活用） □関係自治体、警察署への雪氷体制説明・連携確認 □訓練の実施
□リエゾン派遣に関する確認 □県、市町、警察署との連絡体制の確認 □国、県、市町、警察署との連絡体制の確認

２週間前 ■第２段階 異常気象が予想される段階 □地方気象台、気象予測からの情報収集 □地方気象台、気象予測からの情報収集 □地方気象台、気象予測からの情報収集 □気象予測等の情報収集
～４日前 大雪に関する異常天候早期警戒情報 □各種マニュアル類の再確認 □各種マニュアル類の再確認 □雪害対応物品の確認及び準備

（発生が予想される14日前～5日前 □職員の体制準備（要員確保） □保守業者への作業員確保準備の指示 □作業員の準備 □職員の体制準備（要員確保）
　　　　　　　　　　　　　　に発表） □雪害対応物品の確認及び準備 □雪害対応物品の確認及び準備 □資機材の確認

（凍結防止剤、ドライバー支援調達計画策定等） （凍結防止剤、ドライバー支援調達計画策定等）
３日前 ■高松気象台　大雪に関するアラート □地方気象台、気象予測からの情報収集 □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象予測等の情報収集 □県、市町の提供媒体を活用した行動抑制情報

　（３日先の天気の見通し情報） □体制確認（3日先を見据えた人員・資材・連絡網の確認） □体制確認（3日先を見据えた人員・資材・連絡網の確認） □体制確認（3日先を見据えた人員・資材・連絡網の確認） □体制確認（3日先を見据えた人員・資材・連絡網の確認） 　の提供（TV放送、エリアメール、HP、防災
□大雪に関する記者発表 □関係者（応援部隊含む）注意喚起 □維持業者へ除雪巡回・融雪・除雪・災対法対応体制、資機材 □除雪巡回・融雪・除雪・災対法対応体制、資機材確認 □大雪に関する記者発表 　無線等）
□荷主・運送事業者への呼びかけ □関係機関と情報連絡方法を確認 　確認指示 　気象予測に基づく通行止めの可能性を協議・共有 □沿道自治体による協力・支援体制の調整

□交通誘導員の確保指示 □交通誘導員の確保 □関係機関と情報連絡方法を確認 □関係機関と情報連絡方法を確認
１日前 ■高松気象台　大雪に関するアラート □地方気象台、気象予測からの情報収集 □必要に応じて関係機関との情報交換 □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □必要に応じて関係機関との情報交換 □必要に応じて関係機関との情報交換

　（大雪注意報、警報の可能性あり） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □体制確認（人員・資材・連絡網） 　（除雪状況、交通状況、予測通行止め可能性） 　（除雪状況、交通状況）
□体制確認 □体制確認（人員・資材・連絡網） □維持業者へ体制・資機材の確保状況の報告依頼 □体制・資機材の確保状況を出張所に報告 □必要に応じて雪氷体制を強化

□関係者（応援部隊含む）注意喚起 □スタック牽引車の手配及び配置（レッカー業者等）

当日 ■高松気象台　大雪に関するアラート □地方気象台、気象予測からの情報収集 □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認
　（大雪注意報、警報の可能性あり） □注意喚起情報提供(通行止め予測)※支社 □体制再確認 □体制再確認 □注意喚起情報提供(通行止め予測)※支社

　 以降、継続的に実施 □関係者（応援部隊含む）注意喚起 □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の体制確保・出動準備の指示 □除雪巡回及び融雪工の体制確保・出動準備 　 以降、６時間おき（NEXCO単独の場合）
□荷主・運送事業者への呼びかけ □高速道路会社の状況確認開始（TEL） □応援協力業者への事前周知 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
　 以降、継続的に実施 □夕方５時に翌朝までの体制を、高速隊、所轄 □災対法に基づく車両等の移動時に必要な書類やチラシの準備 （体制、除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

　警察署、高速道路会社、愛媛県にFAX □夕方５時に翌朝までの体制を事務所に連絡 □必要に応じて除雪車両の応援体制構築
（高速）
気象予測に □四国地方整備局、国道事務所と
基づく通行 　気象予測に基づく通行止めの準備開始
止めの準備

□必要に応じて高速道路会社へのリエゾン派遣準備 □必要に応じて地方整備局へリエゾン派遣準備（支社）
step① ■大雪注意報・警報・特別警報発令 □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認

（降雪が予想される場合、降雪確認時） □該当職員参集 □体制再確認（管理第二係長参集） □ＣＣＴＶ監視強化・情報収集強化
降雪確認 □関係者（応援部隊含む）注意喚起 □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □凍結防止剤散布・除雪の実施

□高速道路会社の状況確認（TEL） □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示 □除雪巡回及び融雪工の実施 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
□ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □維持業者へ以下の作業人員について自宅待機（状況に応じて □以下の作業人員について自宅待機（状況に応じて会社 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

　会社待機）を指示 　待機）を指示
　・通行規制（チェーン確認、通行止め） 　・通行規制（チェーン確認、通行止め）

計画的通行 　・除雪 　・除雪
止め協議の 　・災対法に基づく区間指定や車両移動（看板や資機材含む） 　・災対法に基づく区間指定や車両移動(看板や資機材含)
準備

□事務所と計画的通行止め協議の準備 □整備局、NEXCO、市町村及び関係機関と計画的 □計画的通行止め準備開始 □計画的通行止め準備開始 □大洲河川国道事務所と計画的通行止め □大洲河川国道事務所と計画的通行止め
　通行止め協議の準備 （作業人員の配備等、資機材の準備）の指示 （作業人員の配備等、資機材の準備）   協議の準備   協議の準備

（高速）
気象予測に □四国地方整備局、国道事務所と
基づく通行 　気象予測に基づく通行止めの実施協議（広報実施）
止め実施協
議開始

step② ■積雪を確認（路面が白くなった状態） □高速道路会社の状況確認（TEL） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

一般への □体制再確認 □高速道路通行止めの可能性
注意喚起 □「チェーン携行」情報板掲示対応 □事務所へ情報板の掲示依頼 （通行止め規制要員の配置）

《チェーン携行の報告》 □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示 □除雪巡回及び融雪工の実施 □国道事務所へ事前連絡 □国道の道路状況の確認・情報の周知
　・関係機関※1（本局、自治体、報道、消防、 □状況に応じて維持業者へ以下の作業について体制確保・出動 □以下の作業について状況に応じて体制確保・出動準備 □国道の道路状況の確認・情報の周知
　　警察等）へFAX及び電話 　準備を指示 　・通行規制（チェーン確認、通行止め）
□関係者（応援部隊含む）注意喚起 　・通行規制（チェーン確認、通行止め） 　・除雪
□ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 　・除雪 　・災対法に基づく区間指定や車両移動（看板や資機材

　・災対法に基づく区間指定や車両移動（看板や資機材含む） 　　含む）

計画的通行 □事務所と計画的通行止め実施に関する協議 □整備局、NEXCO、市町村及び関係機関と計画的 □計画的通行止め出動準備の指示 □計画的通行止め出動準備 □大洲河川国道事務所と計画的通行止め □大洲河川国道事務所と計画的通行止め
止め実施協 　通行止めの実施時期、場所等を詳細協議 □計画的通行止め区間の除雪作業準備の指示 □計画的通行止め区間の除雪作業準備 　の実施協議 　の実施協議
議開始 　（実施時期、場所） 　（実施時期、場所）

step③ ■集中除雪区間に並行する高速道路が □高速道路会社の状況確認（TEL） □「注意体制」の確認 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
　通行止めを実施した場合 □「注意体制」の発令 □「注意体制」の発令 □（状況に応じて）維持業者へ通行規制（チェーン確認、通行 □（状況に応じて）通行規制（チェーン確認、通行止め （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

注意体制 　ただし、２事務所以上が注意体制に 《体制の報告》 　止め）体制の現場配置の指示（災対法指定道路区間の指定看 　）体制の現場配置（災対法指定道路区間の指定看板等 □高速道路予防的通行止めの実施・報告・周知 □高速道路通行止めの確認・情報の周知
　入った場合。 　・事務所内関係者へメールと電話連絡 　板等も現場に持参） も現場に持参） □通行止め情報の情報提供を実施 □県、市町の提供媒体を活用した行動抑制情報

　・本局関係部署へメールと電話連絡 □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 　 （区間、広域迂回情報等） 　の提供（TV放送、エリアメール、HP、防災
（高速） □（状況に応じて）維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示 □（状況に応じて）除雪巡回及び融雪工の実施 □高速災対法適用準備（協議準備） 　無線等）
気象予測に □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □（状況に応じて）出張所全職員参集、現地配置指示 □集中除雪の実施
基づく通行 □高速道路会社へのリエゾン派遣 □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □（状況に応じて）連絡部の現地規制に関するNEXCOと調整 □（状況に応じて）連絡部の規制開始 □気象予測に基づく通行止めの開始
止め開始 □Twitterによる情報発信 □警察に（冬用タイヤ装着指導）協力要請 　情報連絡会議メンバーへの共有 □冬用タイヤ装着指導・通行止め規制・

（大雪の影響による通行止めの可能性について） □地方整備局へリエゾン派遣（支社） 　スタック車両牽引時の警察官派遣の調整

計画的通行止め協議の準備 作業内容
（計画的通行止めが必要かを確認する。）
※事務所が以下の点について把握しているか
を確認
① 降雪状況
② 交通状況（滞留の予測）

計画的通行止め協議の準備 作業内容
ＮＥＸＣＯの通行止めの予定等と調整

計画的通行止め協議の準備 作業内容
①都道府県及び市町村に必要性につい
て説明

計画的通行止め実施協議 作業内容
① 実施時期
② 実施時間
③ 除雪作業時間
④ 除雪作業量

計画的通行止め協議の準備 作業内容

関係機関に計画的通行止めを行う可能性があるこ
とを事前周知、協力要請
① 計画的通行止めを行った場合の情報掲示依頼

計画的通行止め協議の準備作業無
しで、実施協議を行う場合もある。

計画的通行止めの可能性がある事を請負業者等に事前
周知することで、必要人員の確保、待機、資機材の手配
等を行える様に指示する。

計画的通行止めの可能性がある事を請負業者等に
事前周知することで、必要人員の確保、待機、資機材
の手配等を行う。

目的：計画的通行止めを行う可能
性がある事の事前周知

（高速）
大雪に関する緊急発表時、気象
予測に基づく通行止めを事前周
知（広報開始３時間前を目途）

最新の気象予測に基づく、通行止め予定
の調整
①通行止め開始予定時間
②通行止め予定区間
③広報調整（開始タイミング、広域迂回等）

最新の気象予測に基づく、通行止め予定
の協議
①通行止め開始予定時間（確定）
②通行止め予定区間（確定）
③広報内容（確定）

（高速）
大雪に関する緊急発表時、気象予測
に基づく通行止めを広報開始（通行止
め開始３時間前を目途）



step④ ＜路面上積雪が確認され、通常走行が □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が所轄警察署と協議
　困難と判断した場合＞ □「チェーン必要」情報板掲示対応 □警察へ（冬用タイヤ装着指導）派遣を要請 □冬用タイヤ装着指導の警察官派遣

チェーン □チェーン確認開始の連絡 □（必要な場合）両出張所で調整 □チェーン確認開始
確認 ■チェーン確認開始 《チェーン確認（第１報）の報告》 □現地職員及び維持業者へチェーン確認開始の指示 □除雪巡回及び融雪工の実施

　・本局関係部署へ第１報をメール □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示 □除雪作業の実施
　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡 □維持業者へ除雪作業の指示
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理 □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化
    官、道路管理課長へ電話連絡
《関係機関へのチェーン確認の連絡》
　・関係機関（※1）へFAX及び電話 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
□事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）
□応援部隊の参集指示 □集中除雪の実施
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） □滞留車が発生した場合は速やかな解消対応
□ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 　食料・物資の配布、宿泊施設等の手配及び案内
□並行する地方道等の除雪を要請 　乗員保護の現地本部設置、関係機関への連絡 □国道に並行する地方道の集中除雪を実施
《応援部隊》
□チェーン確認対応
□Twitterによる情報発信
（大雪に関する緊急発表）

広域迂回
準備 ■広域迂回の準備 □松山河川国道事務所と調整 □警察へ派遣を要請 □迂回路案内誘導員等準備 □迂回路案内のための規制用警察官派遣

□愛媛県各事務所と調整・確認 □現地職員及び維持業者へ迂回路案内開始の指示 □松山河川国道事務所側での迂回路案内準備
（大洲土木事務所、八幡浜土木事務所　←　大洲） □現地車両、標識、機材準備 □愛媛県各事務所にて国道３７８号の状況確認
（愛媛県中予地方局　←　松山）
□現地応援班の出動準備
（人員確保、官用車手配、物品準備）
□国道５６号の迂回路案内の情報提供準備
（記者発表、HP、Twitter）

計画的通行 □事務所から計画的通行止めの報告の受理 □整備局、NEXCO、市町村及び関係機関に計画的 □計画的通行止め開始の指示 □計画的通行止め開始 □事務所から計画的通行止め開始の報告受理 □事務所から計画的通行止め開始の報告受理
止め実施 　通行止めの報告（ＦＡＸ含む） 　通行止め開始時間について事務所と調整 □計画的通行止め区間の除雪開始

　報告内容：開始時間、通行止め箇所 □計画的通行止め区間の除雪開始の指示
□記者発表
□Twitterによる情報発信

step⑤ ＜路面上積雪が確認され、スタッドレス □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が所轄警察署と協議
　タイヤでの走行が困難と判断した場合＞ □「チェーン規制」情報板掲示対応 □警察へ（チェーン規制）派遣を要請 □チェーン規制の警察官派遣

チェーン □「警戒体制」の発令 □「警戒体制」の発令 □（必要な場合）両出張所で調整
規制 《体制の報告》 □チェーン規制標識のカバー取り外し指示 □チェーン規制標識のカバー取り外し

　・本局関係部署へメールと電話連絡 □現地職員及び維持業者へチェーン規制開始の指示 □チェーン規制開始
警戒体制 ■チェーン規制へ移行 □チェーン規制開始の連絡 □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示

《チェーン規制（第１報）の報告》 《チェーン規制（第１報）の報告》 □維持業者へ除雪作業の指示 □除雪巡回及び融雪工の実施
　・本局関係部署へ第１報をメール □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □除雪作業の実施
　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理
    官、道路管理課長へ電話連絡
《関係機関へのチェーン規制の連絡》 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
　・関係機関（※1）へFAX及び電話 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

□本局ＨＰで情報提供 □事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供 □集中除雪の実施
□チェーン規制開始に関する記者発表
□応援部隊の参集指示
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等）
□ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □国道に並行する地方道の集中除雪を実施
□並行する地方道等の除雪を要請
《応援部隊》
□チェーン規制対応

step⑥ ＜チェーン装備車両の走行が困難で、 □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が警察へ（通行止め規制及びスタック車両牽引時の先 □通行止め規制及びスタック車両牽引時の先導の
　スタック車両が発生するおそれが □「通行止め」情報板掲示対応 　導）の派遣を要請 　警察官派遣

通行止め 　あると判断した場合＞ □「警戒体制」の発令 □「警戒体制」の発令 □（必要な場合）両出張所で調整
《体制の報告》 □現地職員及び維持業者へ通行止め開始の指示 □通行止め開始

警戒体制 ■通行止めの開始 　・本局関係部署へメールと電話連絡 □維持業者へ除雪作業の指示 □除雪作業実施
《通行止め（第１報）の報告》 《通行止め（第１報）の報告》 □維持業者へ除雪巡回及び融雪工の指示 □除雪巡回及び融雪工の実施

　・本局関係部署へメールと電話連絡 □（必要な場合）応援協力業者への応援要請
　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡 □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理
    官、道路管理課長へ電話連絡
　　（必要に応じて）所長⇒局長、部長、
    道路情報管理官へメール
《関係機関への通行止めの連絡》
　・関係機関（※1）へFAX及び電話
□所長⇒関係首長へ情報提供 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
□通行止め開始に関する記者発表 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

□本局ＨＰで情報提供 □事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供 □集中除雪の実施
□該当職員参集、体制確認

□広域支援の検討 □応援部隊の参集指示（適宜）
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等）
□ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化
《応援部隊》
□通行止め対応
□Twitterによる情報発信
（通行止めになりました。その他、積雪状況を掲載）

広域迂回 □国道５６号の迂回路案内の情報提供 □現地職員及び維持業者へ迂回路案内開始 □迂回路案内開始 □迂回路案内のための規制用警察官派遣
開始 ■広域迂回の案内開始 （記者発表、HP、Twitter） □現地車両、標識、機材設置 □松山河川国道事務所側での迂回路案内開始

□現地応援班の迂回路案内開始 □愛媛県各事務所にて国道３７８号の状況確認
□松山河川国道事務所に通知
□愛媛県各事務所へ通知

□滞留車両の状況等の報告、現地状況、除雪状況の報告

step⑤と⑥については、路面状況、車両の走行状
況によりどのstepとするのか判断する。



step⑦ ＜スタック車両が発生した場合及び □「非常体制」の発令 □「非常体制」の発令 □出張所長が所轄警察署へ情報提供 □警察、県、市町へ災対法に基づく区間指定
　スタック車両の発生のおそれがあると 　・本局関係部署へメールと電話連絡 □維持業者へ指定区間の起終点に看板設置の指示 □指定区間の起終点に看板設置 　を周知

災対法 　判断した場合＞ □災対法に関する対応 □所長⇒局長（道路部長）　区間の指定要請 □高速災対法に関する対応
指定 ＜広域にわたり交通が途絶した場合＞ 　・局長（道路部長）⇒所長　区間の指定通知 □局長（道路部長）⇒所長　区間の指定受理 【スタック車両、放置車両が発生した場合】 【スタック車両、放置車両が発生した場合】 【スタック車両、放置車両が発生した場合】

（２方向途絶） 　・記者発表（本局対応） □公安委員会へ区間指定を通知、本局へ完了報告 □スタック車両等の状況把握、チラシ配布（初動、ただし対応
非常体制 　（メール、FAX等） 　不可の場合は事務所応援部隊へ依頼）

■災対法に基づく指定道路区間の指定 □所長⇒関係首長へ情報提供 　（運転者等の安否確認、支援物資等の情報収集）
　及び車両等の移動 □指定道路区間について道路情報板で情報提供 □スタック車両等の状況を事務所に報告（初動） □スタック車両牽引時の先導の警察官派遣

□関係機関（※1）へFAX及び電話 □スタック車両等の移動検討（必要に応じて両出張所で調整）
□ＪＡＦへの応援要請 □維持業者へスタック車両等の移動指示 □スタック車両等の移動実施

□本局ＨＰで情報提供 □事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供 □スタック車両等の移動に関する諸手続きの実施 □スタック車両等の移動に関する諸手続きの実施
□スタック車両等の状況を局道路管理課へ報告 □（必要な場合）応援協力業者への応援要請
□スタック車両の概要を把握した時点で調達班に □燃料の調達先・配布の検討 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
　食料等の調達・運搬を指示 □応援協力業者へ燃料の調達・配布の指示 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）
□燃料の調達先・配布の検討 □集中除雪の実施
□応援部隊の参集指示（適宜） □ＣＣＴＶ監視強化、情報収集強化 □大規模な立ち往生が発生した場合、滞留車の乗員

□広域支援の検討・指示 □気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等） 　保護対応の実施
□ＣＣＴＶ監視、情報収集強化
《応援部隊》
□通行止め対応
□スタック車両等の状況把握、チラシ配布
（運転者等の安否確認、支援物資等の情報収集）
□スタック車両等の状況を事務所に報告
□スコップ隊

□滞留車両の状況等の報告、現地状況、除雪状況の報告

step⑧ ＜除雪等の実施によりチェーン装備車両 □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が所轄警察署と協議
　の走行が可能と判断した場合＞ □「チェーン規制」情報板掲示対応 □（必要な場合）両出張所で調整

チェーン □現地職員及び維持業者へ通行止め（非常体制）からチェーン規制（警戒体制） □通行止め（非常体制）からチェーン規制（警戒体制）への切換
規制への ■非常体制から警戒体制（チェーン 　への切換え指示

移行 　規制）への移行 □災対法に関する対応 □災対法に関する対応 □災対法に関する対応 □災対法に関する対応
　・所長⇒局長（道路部長）　区間の廃止要請 　・車両等の移動記録を所轄警察署長に情報提供 　 　・警察、県、市町へ災対法に基づく区間指定

警戒体制 　・局長（道路部長）⇒所長　区間の廃止通知 　・局長（道路部長）⇒所長　区間の廃止受理 　・順次、移動車両や一時使用した土地等について、損失補償 　　の廃止を周知
　・記者発表（本局対応） 　・公安委員会へ区間廃止を通知、本局へ完了 　　等を実施（事務所と連携） □都道府県・市町村による情報発信（メール、

　　報告（メール、FAX等） 　防災アプリ、HP、防災無線、情報提供車）
　・所長⇒関係首長へ情報提供
　・関係機関（※1）へFAX及び電話
　・事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供
　・順次、移動車両や一時使用した土地等につ
　　いて、損失補償等を速やかに実施
　　（問合せ窓口は事務所、出張所と連携）

□「警戒体制」への移行に関する対応 □「警戒体制」への移行に関する対応
《体制の報告》
　・本局関係部署へメールと電話連絡
《通行止め解除、チェーン規制へ移行の報告》
　・本局関係部署へメールと電話連絡
　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理
    官、道路管理課長へ電話連絡
《関係機関への通行止め解除の連絡》 □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
　・関係機関（※1）へFAX及び電話 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）
□所長⇒関係首長へ情報提供 □集中除雪の実施
□通行止め解除、チェーン規制移行
　に関する記者発表
□事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供
□高速道路会社の状況確認（TEL）
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等）
□ＣＣＴＶ監視 □ＣＣＴＶ監視

step⑨ ＜除雪等の実施により冬用装備車両の □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が所轄警察署と協議
　走行が可能と判断した場合＞ □「チェーン必要」情報板掲示対応 □（必要な場合）両出張所で調整

チェーン □チェーン規制標識のカバー取り付け指示 □チェーン規制標識のカバー取り付け
確認への ■チェーン規制からチェーン確認 □「注意体制」への移行に関する対応 □「注意体制」への移行に関する対応

緩和 　への移行 《体制の報告》
（警戒体制→注意体制への移行） 　・本局関係部署へメールと電話連絡

《チェーン規制からチェーン確認へ移行の報告》 □現地職員及び維持業者へチェーン規制からチェーン確認への □チェーン規制からチェーン確認への切換え □情報連絡本部メンバーとの情報交換 □情報連絡本部メンバーとの情報交換
注意体制 　・本局関係部署へメールと電話連絡 　切換え指示 （除雪状況、交通状況） （除雪状況、交通状況）

　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡 □集中除雪の実施
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理
    官、道路管理課長へ電話連絡
《関係機関へのチェーン規制解除の連絡》
　・関係機関（※1）へFAX及び電話
□事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供
□チェーン規制解除に関する記者発表
□高速道路会社の状況確認（TEL）
□気象情報確認（気象庁、道路情報ｼｽﾃﾑ等）
□ＣＣＴＶ監視 □ＣＣＴＶ監視

step⑥と⑦を同時に発生する場合もある。



step⑩ ＜雪が溶けて通常走行が可能と判断 □（必要な場合）隣接事務所と調整 □出張所長が所轄警察署と協議
　した場合＞ □「チェーン携行」等に情報板掲示対応 □（必要な場合）両出張所で調整 □通行止め解除に関する情報確認・情報の周知 □通行止め解除に関する情報確認・情報の周知

注意体制 □集中除雪の実施 □都道府県・市町村による情報発信（メール、
解除 ■チェーン確認解除 □「注意体制」解除に関する対応 □「注意体制」解除に関する対応 □チェーン確認解除の指示 □チェーン確認解除 　防災アプリ、防災無線等）

《体制解除の報告》 □不要な資機材等の撤収指示 □不要な資機材等の撤収、後片付け
　・本局関係部署へメールと電話連絡
□チェーン確認解除の連絡
《チェーン確認解除の報告》
　・本局関係部署へメールと電話連絡
　・災害等発生時の連絡系統図に基づく連絡
　　道路副所長（道路管理課長）⇒道路情報管理
    官、道路管理課長へ電話連絡
《関係機関へのチェーン確認解除の連絡》
　・関係機関（※1）へFAX及び電話
□事務所ＨＰ・SNS（Twitter）で情報提供

雪氷対策タイムライン【通常体制（予備散布）】
時間目安 気象・被害等状況 地方整備局 事務所 出張所 維持業者 高速道路会社 都道府県・市町村・警察
17:00 ■凍結予測メールの配信 ■出張所長と担当係長で対応を協議⇒事務所に体制連絡

【降雪が予測されない等、予備散布は不要と判断した場合】
□夕方５時に翌朝までの体制を、高速隊、所轄 　⇒体制準備、予備散布等を実施しない。 □夕方５時に翌朝までの体制を、国交省等に連絡 □国交省、高速道路会社の情報を確認・情報
　警察署、高速道路会社、愛媛県にFAX 【降雪が予測される等、予備散布が必要と判断した場合】 　の周知

　⇒所長（管理第二係長）が雪氷体制（時間・回数等）を指示
　　○出張所員：自宅待機
　　○維持業者：２２時、５時等の巡回及び予備散布 ■巡回及び予備散布の体制確保、出動準備
　　□予備散布予定を様式（通行規制予定表）にてブロック
　　　センター及び事務所連絡員へ送付（FAX）
　　□あわせて、事務所長、道路副所長、道路管理課長、
　　　道路管理係長及び両出張所（宇和島、大洲）の所長、
　　　管理第二係長へメールにて報告

22:00 ■夜間巡回及び予備散布の実施
□開始時及び完了時にブロックセンターへ電話連絡

5:00 ■早朝巡回及び予備散布の実施
□開始時及び完了時にブロックセンターへ電話連絡

※天候が急激に悪化した場合は、雪氷対策タイムライン【注意・警戒・非常体制（通行規制等）】へ移行

※巡回及び予備散布の時期・回数については、降雪状況、路面状況、
今後の気象情報等を踏まえ 適宜判断し実施するものとする。


